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 妊産婦健康診査費用・ 
新生児聴覚検査費用の助成

˔۠อ݈ηϯλʔʢಉ্ʣ
　妊婦健診（14回まで）、産婦健診（2
回）と新生児聴覚検査の費用の一部
を助成します。母子健康手帳と同時
に交付される受診票を、委託医療機
関に提示してください。
　市外からの転入者は、手続きが必
要ですのでお問い合わせください。

 助産制度の利用
˔۠อ݈ηϯλʔʢಉ্ʣ
　経済的理由により入院助産を受け
られない場合は、助産施設に入所し、
助産を受けることができます。

 乳幼児の健康診査
˔۠อ݈ηϯλʔʢಉ্ʣ
　4カ月児・10カ月児・1歳6カ月児・
3歳児・5歳児の健診を行っており、事
前に健診案内を送付しています。
　受診日時の変更などは、お住まい
の区の保健センターへお問い合わせ
ください。
　転入された方で健診案内が届かな
い方はお住まいの区の保健センター
へご連絡ください。

 新生児マススクリーニング
˔Ӵੜڀݚॴɹ☎��������
ɹॴࡏ஍� �1��
　生後4日から6日の赤ちゃんを対象
とした、新生児マススクリーニング
を実施しています。

 母子健康手帳
˔�۠ อ݈ηϯλʔ
ɹॴࡏ஍ɾ☎ �1��
　保健センターでは、母子健康手帳
を交付します。この手帳は、妊婦健診
や出産状況、乳幼児健診などの内容
を記録するものです。

妊娠・出産など

介護保険

 保険料と納付方法
˔�۠ ໾ॴอݥ೥ۚ՝อ܎ݥʢಉ্ʣ
■�65歳以上の方（第1号被保険者）
　保険料は、前年の所得などに応じ
て決定し、年金の年額が18万円以上
の場合は原則として年金から天引き
されます（特別徴収）。
　年金の年額が18万円未満の場合
は、保険料の年金天引きが行われま
せんので、口座振替や納付書などで
個別に納めていただきます（普通徴
収）。
　なお、年度の途中で、札幌市に転入
された方や65歳に到達された方も、
年金天引きが開始されるまで、個別
に納めていただくことになります。
　特別な事情で保険料を納めること
が困難な方を対象に、減免制度があ
ります。希望される方はご相談くだ
さい。
■��40歳以上65歳未満の方�
（第2号被保険者）

　加入している医療保険（国民健康
保険、協会けんぽなど）の保険料の一
部として納めます。

 被保険者（加入者）
˔�۠ ໾ॴอݥ೥ۚ՝อ܎ݥ
ɹॴࡏ஍ɾ☎ �1��ɺ1��
　65歳以上の方（第1号被保険者）と
40歳以上65歳未満の医療保険の加
入者（第2号被保険者）です。また、外
国人住民の方も被保険者となりま
す。

被保険者・保険料・
納付方法

 利用料の負担と 
高額介護サービス費制度

˔�۠ ໾ॴอ݈෱ࢱ՝څ෇ࣄ຿܎
ɹॴࡏ஍ɾ☎ �1��ɺ1��
　介護サービスを利用したときは、
費用の1割～3割を自己負担します。
　その他、施設入所などを利用する
場合（短期入所を含む）には、食費・居
住（滞在）費などがかかります。
　また、介護サービス利用時に支
払った自己負担額のうち、一定の上
限を超えた分を高額介護サービス費
の申請により払い戻します（サービ
スを受けた月から3、4カ月後）。

 介護サービスが必要になっ
たら

˔۠໾ॴอ݈෱ࢱ՝૬ஊड෇୲౰܎
ɹॴࡏ஍ɾ☎ �1��ɺ1��
　介護サービスの利用には要介護認
定などの申請が必要です。区役所の
保健福祉課や居宅介護支援事業所、
地域包括支援センター（ 1��参
照）にご相談ください。

介護サービス

　介護サービスを受けている方が札
幌市に転入する場合、区役所で14日
以内に手続きしてください。

 介護サービスを受けている方
˔۠໾ॴอ݈෱ࢱ՝૬ஊड෇୲౰܎
ɹʢಉ্ʣ
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以下は広告です （広告に関するお問い合わせは株式会社サイネックス ℡011-737-7167へ）
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